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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入する穿刺針を備え、複数の走査面に対して超音波を照射してその反射信
号を収集する超音波プローブと、
　前記収集された反射信号に基づいて前記複数の走査面に対応する複数の超音波画像を作
成し、前記超音波画像の輝度に基づいて前記穿刺針を前記超音波画像中に描出する画像処
理手段と、
　前記走査面を機械的に切り替えることにより、前記複数の走査面の角度間隔を、前記穿
刺針が描出された超音波画像に対応する前記走査面を含む第１の領域において第１の角度
間隔で切り替え、前記第１の領域と異なる第２の領域において前記第１の角度間隔より大
きい第２の角度間隔で切り替えるよう制御する走査面制御手段と、
　前記描出された穿刺針に関する報知を行う報知手段と
を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記超音波画像の輝度が所定の値を超えたことに基づいて前記穿
刺針の描出を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記走査面制御手段は、前記画像処理手段が前記穿刺針を描出したことに応じて前記角
度間隔を前記第２の角度間隔から前記第１の角度間隔へ切り替える
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ことを特徴とする請求項１または２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記走査面制御手段は、
　前記画像処理手段が超音波を照射した走査面における前記超音波画像中に前記穿刺針の
描出を行わなかったとき、走査面を前記第１の領域に含まれる走査面へと切り替える
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記報知手段は予め定めた所定の基準走査面と前記穿刺針が描出された超音波画像に対
応する走査面とが相違するとき警告することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記警告は前記相違が所定の角度範囲を超えるとき行われることを特徴とする請求項５
に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記所定の角度範囲は変更可能であることを特徴とする請求項６に記載の超音波診断装
置。
【請求項８】
　前記報知手段は予め定めた所定の基準走査面と前記穿刺針が描出された超音波画像に対
応する走査面とが相違するとき相違量を表示することを特徴とする請求項５乃至７のいず
れか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記報知手段は予め定めた所定の基準走査面に対応する超音波画像及び前記穿刺針が描
出された超音波画像を表示することを特徴とする請求項５乃至８のいずれか１項に記載の
超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記報知手段は前記複数の超音波画像を表示し、少なくとも前記穿刺針が描出された超
音波画像を識別可能に表示することを特徴とする請求項５乃至９のいずれか１項に記載の
超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記報知手段は予め定めた所定の基準走査面に対応する超音波画像を識別可能に表示す
ることを特徴とする請求項１０に記載の超音波診断装置。　
【請求項１２】
　前記超音波プローブは前記複数の走査面における前記超音波の照射及び前記反射信号の
収集を所定の時間間隔で繰り返すことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記
載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記所定の時間間隔は変更可能であることを特徴とする請求項１２に記載の超音波診断
装置。
【請求項１４】
　前記超音波プローブは前記複数の走査面のうち予め定めた所定の基準走査面と前記穿刺
針が描出された超音波画像に対応する走査面の少なくとも一方をその他の走査面より多い
回数走査することを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の超音波診断装置
。
【請求項１５】
　走査を指示するための指示手段を更に具備し、前記超音波プローブはこの指示手段によ
る指示に応じて前記複数の走査面における前記超音波の照射及び前記反射信号の収集を行
うことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記穿刺針は超音波の反射を向上させるための処理がなされていることを特徴とする請
求項１乃至１５のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
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【請求項１７】
　走査面に対して超音波を照射してその反射信号を収集するステップと、
　前記収集された反射信号に基づいて前記走査面に対応する超音波画像を作成するステッ
プと、
　前記超音波画像の輝度に基づいて前記穿刺針を前記超音波画像中に描出するステップと
、
　前記穿刺針が描出された超音波画像に対応する前記走査面を含む第１の領域において、
前記走査面を第１の角度間隔で切り替え、前記第１の領域と異なる第２の領域において、
前記走査面を前記第１の角度間隔より大きい第２の角度間隔で切り替えるステップと、
　前記描出された穿刺針に関する報知を行うステップと
を有することを特徴とする超音波診断装置の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は刺術に使用される穿刺針を備えた機械走査型超音波プローブを有する超音波診
断装置及びその超音波診断装置の作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者等の検査対象となる被検体の体内における組織や血流を観察する医用画像装置の一
つとして超音波診断装置が知られている。近年はこの超音波診断装置に穿刺針を組み合わ
せ、超音波診断装置を穿刺術にも利用するようになってきている。穿刺術においては、そ
の対象となる被検体内の目標物（がん組織その他腫瘍等の患部）に向けて穿刺針を挿入・
進行（以下、単に、挿入と称する）して施術する様子が超音波診断装置により得られた画
像で観察されることになる。
【０００３】
　しかしながら、穿刺針の挿入にあたっては被検体内の生体の複雑な構造等により常に目
標物に対して穿刺針を到達させることができるとは限らない。挿入を進めるに従い穿刺針
が理想とする挿入方向から反れ、湾曲してしまうことがある。このような状態は、超音波
の走査面すなわち超音波断層面に沿った湾曲であれば表示画像から認識可能である。一方
、この湾曲が断層面からずれた方向に生じた場合はその湾曲の程度や穿刺針の位置を把握
することは困難である。穿刺針の先端がどこにあるか分からないまま挿入を続けることは
他の臓器への影響等を考慮すると非常に危険な行為であり、穿刺針の先端の位置を知るこ
とは重要である。
【０００４】
　超音波振動子が一次元配列された従来の超音波プローブの場合、上記問題を解決するた
めに断層面と例えば垂直な方向へ少しずつ操作面を移動させ、得られた画像を基に立体画
像を構成するなどして穿刺針の位置を把握するという方法がある。しかしながら、この方
法では超音波プローブの移動自体が不安定であり、正確な穿刺針の位置、本来あるべき位
置からどの位ずれているのか等を知ることは困難である。
【０００５】
　また、超音波振動子が二次元配列された超音波プローブを利用して電子走査により走査
面を順次ずらすという所謂三次元撮像法を穿刺術と組み合わせた技術も紹介されている（
例えば、特許文献１参照）。しかしながら、このような超音波プローブは製造技術的に極
めて高い技術を要し、高価でもあるため普及するに至っていない。また、三次元画像によ
り単に穿刺針や目標物が表示されるだけでは、前記一次元配列の従来型超音波プローブの
場合同様、穿刺針の正確な位置について具体的な情報を得ることはできず、穿刺針の正確
な誘導にはつながらない。
【０００６】
　三次元画像による穿刺針ガイドについても如何に穿刺針の先端と目標物の位置関係を理
解しやすい表示により操作者に伝えるかといった点で解決されていない問題が多い。例え
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ば、超音波画像では目標物の１つになるガン組織などはその周辺に存在する肝臓などの臓
器と輝度以外の情報では区別が困難である。また、その輝度も極めて小さいなど、三次元
表示に一般的に使用される透視法やワイヤフレーム法などの影像法は使えない。
【０００７】
　上記２タイプに加え、一次元配列の従来型超音波プローブを発展させたものとして機械
走査型超音波プローブ（以下、メカニカルプローブと称する）が有力視されつつある。こ
のメカニカルプローブは従来の超音波プローブのように一次元配列された超音波振動子を
有するものであるが、その走査面を機械的に切り換える点で走査面の制御を操作者の手動
による場合と比較して精度を上げることが可能となっている。また、超音波振動子が二次
元配列された超音波プローブと比して安価でありながら三次元画像の取得も可能であると
いう点で優れている。
【０００８】
　しかしながら、現在のメカニカルプローブでは前述の２タイプ同様、穿刺針との併用に
よる穿刺針の先端の位置については詳細な情報を得る手段がなく、依然として穿刺術にお
ける問題点は改善されずに至っている。
【特許文献１】特開２０００－１８５０４１号公報　（例えば、請求項１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、メカニカルプローブを用いた穿刺術に
おいて穿刺針の先部分の位置に関する情報を報知する超音波診断装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明の超音波診断装置は、被検体内に挿入する穿刺針を備
え、複数の走査面に対して超音波を照射してその反射信号を収集する超音波プローブと、
前記収集された反射信号に基づいて前記複数の走査面に対応する複数の超音波画像を作成
し、前記超音波画像の輝度に基づいて前記穿刺針を前記超音波画像中に描出する画像処理
手段と、前記走査面を機械的に切り替えることにより、前記複数の走査面の角度間隔を、
前記穿刺針が描出された超音波画像に対応する走査面を含む第１の領域において第１の角
度間隔で切り替え、前記第１の領域と異なる第２の領域において前記第１の角度間隔より
大きい第２の角度間隔で切り替えるよう制御する走査面制御手段と、前記描出された穿刺
針に関する報知を行う報知手段とを具備することを特徴とする。
【００１１】
　上記目的を達成するために本発明の超音波診断装置の作動方法は、走査面に対して超音
波を照射してその反射信号を収集するステップと、前記収集された反射信号に基づいて走
査面に対応する超音波画像を作成するステップと、前記超音波画像の輝度に基づいて前記
穿刺針を前記超音波画像中に描出するステップと、前記穿刺針が描出された超音波画像に
対応する走査面を含む第１の領域において、走査面を第１の角度間隔で切り替え、前記第
１の領域と異なる第２の領域において、走査面を前記第１の角度間隔より大きい第２の角
度間隔で切り替えるステップと、前記描出された穿刺針に関する報知を行うステップとを
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、メカニカルプローブを用いた穿刺術において穿刺針の位置を細かく捉
え、位置に関する情報を報知することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施例について以下、図面を用いて説明する。
【００１４】
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　図１は本発明の実施例に係る超音波診断装置の構成の一例を示すブロック図である。図
１に示すように、超音波診断装置は超音波プローブ１と、送受波部２と、画像処理部３と
、制御部４と、スピーカ５と、表示部６と、入力部７とを含む。また、超音波プローブ１
は超音波探触子１０と、可動機構１１と、モータ１２と、穿刺ガイド１３と、穿刺針１４
とを含む。さらに、超音波探触子１０は超音波振動子１１０を含む。
【００１５】
　超音波プローブ１はメカニカルプローブである。この超音波プローブ１では一次元配列
された複数の超音波振動子１１０を含む超音波探触子１０が可動機構１１により機械的に
首振り状に動くようになっている。可動機構１１はモータ１２の駆動によって動作し、モ
ータの回転速度によりその動作速度は変化する。モータ１２の回転速度やその他の制御は
制御部４からの制御信号に基づいて行われる。超音波振動子１１０はその全部又は一部が
目標物の大きさ等に応じて使用される。穿刺針１４は穿刺術の際、穿刺ガイド１３を介し
て被検体内に挿入される。
【００１６】
　穿刺針１４は一般的にステンレスなどの金属で作られており、超音波画像上では被検体
内の生体からの反射信号よりも強い反射信号を生じるようになっている。ただし、この反
射信号は反射を得るために照射される超音波（ビーム）と穿刺針１４との位置関係により
その強度は変化する。この穿刺針１４については超音波の反射を向上（強調）するような
加工処理が施されるようにしてもよい。例えば、針先部分の表面に切り欠きを施したり、
ざらざらな表面処理を加えるなどの特殊処理を施すことで、穿刺針１４の先部分の検出精
度を向上させることが可能となる。以下、本実施例における各超音波画像はこのような穿
刺針１４が挿入された状態で収集されるものとする。
【００１７】
　送受波部２は制御部４の制御に基づき、各超音波振動子１１０に所定の遅延を与えたタ
イミングで送信パルスを供給する。これにより、超音波振動子１１０は超音波を発生して
その配列に応じた領域（走査面）を走査する。発生された超音波は被検体に照射されると
、被検体内の臓器等の組織において反射し、反射信号として超音波振動子１１０にて収集
される。収集された反射信号は送受波部２において受信される。
【００１８】
　受信された反射信号は送受波部２において所定の遅延等が与えられた後、画像処理部３
において例えばＢモード画像処理やドップラーモード画像処理が行われ、前記走査面に対
応する超音波画像が作成される。さらに画像処理部３では、穿刺針１４が理想的に挿入さ
れる場合及び理想の挿入方向からずれてしまった場合において、穿刺針１４が描出される
可能性のある超音波画像（例えばＢモード画像／ドップラーモード画像）上の領域内につ
いて輝度情報（及び位置情報）が抽出される。抽出された情報に基づき、比較的輝度の高
い部分（例えば、最も高い輝度で描出される部分）で穿刺針１４の反射信号と考えられる
線状の分布を検出する。この線上分布に係る輝度情報（及び位置情報）は、当該超音波画
像において穿刺針１４を描出する部分の情報として記憶される。
【００１９】
　以上の動作は前記可動機構１１の動きに応じて複数の走査面について行われる。
【００２０】
　こうして複数の超音波画像が得られると、画像処理部３は各超音波画像について記憶さ
れた輝度情報（及び位置情報）から輝度レベルと位置に基づいて、穿刺針１４の先部分（
先端或いは検出される範囲での最も先端に近い部分）と考えられるパターンを検出し、こ
れを最も高い輝度で描出する超音波画像を抽出する。なお、この抽出のためには上記のよ
うな全ての超音波画像についての情報を記憶する必要はなく、例えば一つの超音波画像に
ついての情報のみ記憶するようにしてもよい。例えば、記憶された情報と次の超音波画像
についての情報とを比較し、記憶された情報の方が穿刺針１４の先部分の輝度について高
い値を示す場合は記憶情報を維持するようにし、逆に、前記次の超音波画像についての情
報の方が穿刺針１４の先部分の輝度について高い値を示す場合は当該超音波画像について
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の情報に記憶情報を書き換えるようにしてもよい。さらに、各超音波画像の取得ごとに行
わず、全ての走査面に対応する超音波画像が取得された後に行うようにしてもよい。
【００２１】
　以上のようにして穿刺針１４の先部分を最も高い輝度で描出する超音波画像が抽出され
ると、以下に説明する各種方法でこの超音波画像の抽出に基づいた報知を行うために制御
部４は各種制御を行う。
【００２２】
　スピーカ５は報知の一形態として警告音を発する。例えば、抽出された超音波画像が、
穿刺針１４が正常に挿入された場合にその先部分が最高輝度で描出される超音波画像（基
準超音波画像）と異なっていた場合に、警告音が発せられる。また、その相違する度合い
、すなわち例えば、何枚（何フレーム）超音波画像がずれていたか、或いはその超音波画
像の相違に基づく走査面の角度が何度であったかにより、一定の基準値（所定の範囲）を
超えている場合は警告音が発せられるようにしてもよい。なお、この所定の範囲は入力部
７を用いて具体的な数値の入力或いは予め設定された複数の選択候補の中からの選択によ
り任意に設定・変更可能であってもよい。
【００２３】
　表示部６では上記警告音の発生と共に或いはその代わりに文字や記号による視覚的警告
が表示されるようにしてもよいし、或いは上記相違の度合いが表示されるようにしてもよ
い。また、上記相違の度合いは上記所定の範囲を超えているか否かに関係なく行われるよ
うにしてもよい。表示部６はこのような表示と共に或いは独立して基準超音波画像と抽出
された超音波画像を並べて表示するようにしてもよい。さらに、このような表示の代わり
に、例えば全ての走査面に対応する超音波画像を（１画面で困難な場合は複数画面により
）並べて表示し、基準超音波画像と抽出された超音波画像について他の超音波画像と区別
（識別）可能な態様で表示するようにしてもよい。区別可能な態様の例としては、画像枠
の色や縁取り線の濃さを変えることが挙げられる。この全超音波画像の表示は先の基準超
音波画像及び抽出された超音波画像のみの表示と切り換えて行われても良い。なお、例え
ば、このまま穿刺針１４の挿入を進めると生体の複雑な構造により他の臓器等との関係で
危険であることを少なくとも認識可能せしめるという意味では、抽出された超音波画像の
みが表示されるようにしてもよい。
【００２４】
　入力部７は各種情報の入力又は選択に使用され、その情報は制御部４に与えられる。具
体的には例えば、前述した他、複数の走査面に対応する超音波画像の収集を任意のタイミ
ングで実行させるための指示を入力するために用いられる。また、この複数の走査面に対
応する超音波画像の収集を任意のタイミングでなく所定時間間隔（例えば、１０秒間隔）
で定期的に行わせるための指示を入力部７から入力できるようにしてもよい。この場合、
その時間間隔を変更可能としてもよい。これは例えば、入力部７を用いて具体的な数値の
入力或いは予め設定された複数の選択候補の中からの選択により行われ得る。
【００２５】
　さらに入力部７においては、穿刺針１４が正常に挿入された場合にその先部分が最高輝
度で描出される超音波画像を基準超音波画像とするのではなく、それ以外の超音波画像を
基準超音波画像とするよう変更入力するために使用されてもよい。すなわち、穿刺針１４
が挿入される面とは異なる走査面を上記の相違の度合いを測る基準とすることを可能とす
ることで、超音波診断装置の操作者の目的に応じ或いは参考情報としてフレキシブルな対
応が可能となる。
【００２６】
　図２は超音波プローブ１の外観の一例を示す図である。ここでは穿刺針１４については
省略されている。超音波探触子１０は超音波を照射して所定の走査面を走査する超音波振
動子１１０とは反対の側において機械走査回転軸２０に取り付けられている。この機械走
査回転軸２０は可動機構１１の一部を成すものであり、図２の矢印に示す如く、超音波探
触子１０を一定の可動範囲において円弧状に動作可能とする。超音波探触子１０の動作す
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る円弧状の各位置において超音波振動子１１０が超音波の照射及び反射信号の収集を行う
ことで、これらの位置における例えば走査面Ａ乃至Ｅに対応する超音波画像を得ることが
できる。
【００２７】
　次に穿刺針１４を挿入したときの走査面とこれに対応する超音波画像の例を示す。
【００２８】
　図３は基準超音波画像の一例を示す図である。穿刺針１４が目標物３０に対して理想的
に挿入される場合、これら穿刺針１４及び目標物３０は１つの走査面に含まれ得る。従っ
て、これらは穿刺針１４の先部分を含め当該走査面に対応する１枚の超音波画像３１に描
出される。なお、前述のように操作者により設定変更する場合を除き、このような超音波
画像３１が基準超音波画像であり、前記走査面が基準走査面となる。
【００２９】
　実際の穿刺術においては、超音波探触子１０をこのような位置で固定して、可動機構１
１を可動させずに固定した基準走査面について超音波走査を繰り返す。この結果、操作者
、つまり術者は穿刺針１４と目標物３０が描出された基準超音波画像を参照しながら穿刺
針１４の挿入を進め穿刺術を完了することができる。
【００３０】
　図４は基準超音波画像の別の例を示す図である。同図に示すように、穿刺針１４が他の
臓器等の影響により理想的に挿入されず途中で湾曲してしまった場合も、その湾曲が前記
基準走査面に沿ったものであるときは基準超音波画像３１に描出され得る。
【００３１】
　これら図３や図４に示される基準超音波画像３１をＸの方向から見た場合にこの基準超
音波画像３１に対応する基準走査面を図５に示す。図５に示すように、超音波振動子１１
０による走査は一定の幅（スライス厚）をもって行われるため、基準超音波画像３１に対
応する基準走査面５０は一定の厚みを持つ。穿刺針１４がこの厚みの中にあるとき、図３
や図４のように表示される。なお、他の走査面についても一定の厚みを有することは言う
までもない。
【００３２】
　一方、穿刺針１４の挿入を進めた結果、前記走査面５０から外れる向きに湾曲してしま
うような場合、穿刺針１４はその全てが基準超音波画像３１に描出されないことになる。
図６は湾曲した穿刺針１４と複数の走査面との関係の一例を示す図である。同図において
、走査面Ｃは基準走査面である。穿刺針１４の先部分は湾曲した結果、基準走査面Ｃには
含まれない。図６の場合、穿刺針１４の先部分は後述する走査面Ｅの位置にある。従って
、走査面Ｅに対応する超音波画像において穿刺針１４の先部分は高輝度で描出されるが、
基準走査面Ｃに対応する基準超音波画像においては高輝度で描出されることはない。実際
、穿刺針１４の位置６０までは基準超音波画像において高輝度に描出されるが、それより
先の部分については輝度が低く描出されるか、場合によっては認識できる程度に描出され
ない場合もあり得る。
【００３３】
　従って、このような場合は可動機構１１をモータ１２により駆動し、超音波探触子１０
を円弧状に動かして例えば複数の走査面Ａ乃至Ｅにおいて超音波走査し、対応する超音波
画像を得る。これにより、前述した方法により穿刺針１４の先部分が描出された、走査面
Ｅに対応する超音波画像を得ることができる。走査面ごとの角度が制御部４等において予
め分かっている場合は基準走査面Ｃから走査面Ｅまでの走査面数に基づく角度情報を表示
部６において表示することで、操作者は穿刺針１４の先部分のずれ角度を知ることができ
る。また、単純に走査面数情報の表示によっても操作者はずれの程度を把握することが可
能となる。より詳細な情報を提供するためには例えば、穿刺針１４の先部分の走査面Ｅ上
（対応する超音波画像上）の位置情報をも取り入れて、基準走査面Ｃから穿刺針１４の先
部分までの距離を計算し、表示するようにしてもよい。
【００３４】
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　その他、前述したように、穿刺針１４の先部分が基準走査面Ｃから外れている場合にス
ピーカ５から警告音を発するようにしてもよい。また、単に基準走査面Ｃから外れている
場合ではなく、ずれ（相違）の度合いが所定の範囲を超えたときに警告するようにしても
よい。例えば、穿刺針１４の先部分が走査面Ｄの位置にある場合は警告は行わず、走査面
Ｅにある場合に初めて警告するようにしてもよい。警告はスピーカ５からの警告音に限る
ことはなく、例えば表示部６上にメッセージや警告マークの表示を行うなど、視覚的なも
のであってもよい。
【００３５】
　図７は本発明の実施例における走査面Ａ乃至Ｅに対応する超音波画像の表示の一例を示
す図である。超音波画像Ａ面乃至Ｅ面はそれぞれ走査面Ａ乃至Ｅにおける走査によって得
られた画像である。表示部６において、基準超音波画像であるＣ面では目標物３０が描出
されると共に、穿刺針１４のある部分（図６の位置６０）より上部が高輝度で描出されて
いる。前記ある部分より下の部分については低輝度で描出される部分もあるが十分描出さ
れない部分も存在し得る。Ｃ面は基準超音波画像であるため、目標物３０に対して穿刺針
１４の理想とする挿入方向が穿刺ガイドマークとして表示される。Ｄ面では穿刺針１４の
中間部分が高輝度で描出されているため、この超音波画像は穿刺針１４の先部分を十分描
出していないと判断できる。図６に対応する如く、図７ではＥ面において穿刺針１４の先
部分が高輝度で描出される。操作者は、このように実際に穿刺針１４が描出された超音波
画像を参照することによって、警告等のみの場合と比較して実際の穿刺針１４の状態につ
いて具体的なイメージを得られるので穿刺術上の操作性を向上させることができる。
【００３６】
　操作者はこのような状況になった場合、穿刺針１４をこのまま進める訳にはいかないの
で、被検体から引き抜く必要がある。その際にこれらの画像やずれの度合いを示す情報に
より、どの程度引き抜けばよいかを把握し易くなる。被検体の呼吸や体を多少動かすこと
により穿刺針１４の理想的な挿入を妨げていた障害は存在しなくなる場合も少なくないた
め、穿刺針１４を全て引き抜く必要はなく、穿刺ガイドマークから外れてしまった位置ま
で引き抜けば穿刺ガイドマークに沿った挿入が可能となる場合があるからである。
【００３７】
　より正確に判断するために、例えば、ある程度、穿刺針１４を引き抜いた時点で入力部
７により再び各走査面について走査し、対応する走査面Ａ乃至Ｅについての超音波画像を
表示するようにしてもよい。これにより、穿刺針１４を十分引き抜いたのか未だ引き足り
ないのかを更新情報に基づいて判断できる。この再度の走査にあたっては、上記の様に全
ての走査面Ａ乃至Ｅについて走査を行うようにしてもよいが、不必要な範囲については走
査しないことで走査時間全体の短縮を図ることが可能となる。例えば図７の場合、走査面
Ｃ乃至Ｅに限定して走査するようにしてもよい。ちなみに走査範囲の限定はこのような場
合に限られず、予め予測のつくある程度の範囲に限定して最初の複数走査面において走査
を行うようにしてもよい。走査範囲については入力部７から入力或いは選択することで任
意に設定・変更できるようにしてもよい。
【００３８】
　図７のように全ての走査面Ａ乃至Ｅを表示する場合、穿刺針１４の先部分を最も高輝度
で描出する超音波画像Ｅ面を他の超音波画像（Ａ面乃至Ｄ面）と区別するために、識別フ
レーム枠７０で超音波画像Ｅ面を囲うようにしてもよい。同様に、基準超音波画像Ｃ面及
び穿刺針１４の先部分を高輝度で描出する超音波画像以外の画像も表示する場合、当該高
輝度で描出する超音波画像を識別フレームで囲うようにしてもよい。
【００３９】
　また、穿刺ガイドマークが表示される場合は基準超音波画像Ｃ面を他の画像と区別して
認識することは可能であるが、容易に識別し得るという点では識別フレーム枠７１で囲う
ようにしてもよい。識別フレーム枠７１は識別フレーム枠７０と区別し得る態様でもよい
。
【００４０】
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　このように識別フレーム枠７０、７１で囲うようにすることで、表示される超音波画像
が多数ある場合に瞬時に識別し得る点で有効である。なお、識別フレーム枠７０、７１は
これらの画像を他の画像と区別する一方法であり、色彩、濃度、大きさ、その他区別し得
る態様であれば如何なるものでもよい。
【００４１】
　表示部６では例えば図７の超音波画像Ｃ面及びＥ面のみが表示されるようにしてもよい
。
【００４２】
　上記超音波画像の表示と共にＣ面に対するＥ面のずれの度合いに関する数値等による情
報が表示されてもよいのは前述の通りである。
（第１の変形例）
　以下、図８及び図９を参照しながら本発明の実施例の第１の変形例を説明する。図８は
穿刺針１４が湾曲挿入状態にある場合の複数の断層面における走査の一例を示す図である
。また、図９は図８の走査後の更なる精細走査を行う場合の一例を示す図である。
【００４３】
　図８は穿刺針１４が理想的に挿入されずに反れてしまった場合に全ての走査面ａ乃至ｉ
に対応する超音波画像を収集することで、その先部分が走査面ｇの位置にあることを捉え
るものである。前述の図６の走査ではここまでであったが、この第１の変形例では更に穿
刺針１４の先部分を細かく捉えるために、図９に示すように図８の場合よりも細かい走査
面切り換えを行って走査面ｇと走査面ｈの間について精細走査を行うというものである。
【００４４】
　例えば大まかに穿刺針１４の先部分の位置を把握したい場合は粗めに走査面を切り換え
、図８の走査面ｇの位置にあることを認識すればよい。一方、更により正確な穿刺針１４
の先部分の位置を知りたい場合は、図８の走査により既に走査面ｇ及びｈの間に穿刺針１
４の先部分があることは分かっているので、これらの面の間について、さらに細かく走査
面を切り換える。この結果、走査面ｇ１乃至ｇ３に対応する超音波画像から、穿刺針１４
の先部分が走査面ｇ１の位置にあることを知ることが可能となる。
【００４５】
　このような穿刺針１４の先部分の絞込みは上記図８及び図９のような２段階ではなく、
より多段階に行うようにしてもよい。
（第２の変形例）
　次に、図１０及び図１１を参照しながら本発明の実施例の第２の変形例を説明する。第
２の変形例は第１の変形例を効率的に実行する場合の一例である。図１０は穿刺針１４が
湾曲挿入状態にある場合の複数の断層面における走査の別の例を示す図である。また、図
１１は図１０の走査後の更なる精細走査を行う場合の一例を示す図である。
【００４６】
　図１０は穿刺針１４が理想的に挿入されずに反れてしまった場合に走査面ａ乃至ｈに対
応する超音波画像を収集することで、その先部分が走査面ｇの位置にあることを捉えるも
のである。第１の変形例では予め設定した走査面ａ乃至ｉの全てにおいて走査が実行され
た。しかしながら、第２の変形例では走査面ｈに対応する超音波画像を得て輝度判断した
結果、走査面ｅ乃至ｇでは高輝度で描出された穿刺針１４が走査面ｈでは高輝度で描出さ
れないことを検出した時点で走査を中止する。従って、この検出に基づく中止判断が走査
面ｉにおける走査実行前であれば走査面ｉについての走査は行われない。仮に走査面ｉで
の走査実行後であったときは（走査面ｊ以降での走査が予定されていた場合）当該中止判
断以降の走査面についての走査が行われないことになる。
【００４７】
　図１０の走査が行われた後、第１の変形例と同様、精細走査を行う場合は走査面ｇ及び
ｈの間において走査面を切り換えて走査が行われる。この場合も図１０の走査方法を適用
し得る。すなわち、走査面ｇ１に対応する超音波画像において穿刺針１４の先部分が高輝
度で描出されることが検出された後、走査面ｇ２に対応する超音波画像において穿刺針１
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４の先部分が高輝度では描出されていないことを検出した時点で走査を中止する。以上よ
り、必要以上に走査を行うことなく、穿刺針１４の先部分を高輝度で描出する超音波画像
を抽出することが可能となる。この抽出に応じて、各種情報を操作者に対して提供するこ
とについては前述の実施例において詳述した通りである。
【００４８】
　なお、上記実施例においては、超音波プローブ１は複数の走査面のうち予め定めた所定
の基準走査面と抽出された超音波画像に対応する走査面の少なくとも一方をその他の走査
面より多い回数走査するようにしてもよい。
【００４９】
　以上述べた本発明の実施の形態は本発明の理解を容易にするためにのみ記載された例に
過ぎず、本発明を限定するための記載ではない。従って、以上の本発明の実施の形態にお
いて開示された各構成要素やその他要素は本発明の主旨を逸脱しない範囲においてその等
価物等に設計変更や修正を可能とするものである。さらに、同構成要素やその他要素につ
いての可能とする如何なる組み合わせも、以上述べた本発明の実施の形態において得られ
る効果と同様の効果が得られる限り、本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施例に係る超音波診断装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】超音波プローブの外観の一例を示す図。
【図３】基準超音波画像の一例を示す図。
【図４】基準超音波画像の別の例を示す図。
【図５】図３又は図４に示される基準超音波画像に対応する走査面の断面の一例を示す図
。
【図６】湾曲した穿刺針と複数の走査面との関係の一例を示す図。
【図７】本発明の実施例における複数の走査面に対応する超音波画像の表示の一例を示す
図。
【図８】穿刺針が湾曲挿入状態にある場合の複数の断層面における走査の一例を示す図。
【図９】図８の走査後の更なる精細走査を行う場合の一例を示す図。
【図１０】穿刺針が湾曲挿入状態にある場合の複数の断層面における走査の別の例を示す
図。
【図１１】図１０の走査後の更なる精細走査を行う場合の一例を示す図。
【符号の説明】
【００５１】
１・・・超音波プローブ
２・・・送受波部
３・・・画像処理部
４・・・制御部
５・・・スピーカ
６・・・表示部
７・・・入力部
１０・・・超音波探触子
１１・・・可動機構
１２・・・モータ
１３・・・穿刺ガイド
１４・・・穿刺針
２０・・・機械走査回転軸
７０、７１・・・識別フレーム枠
１１０・・・超音波振動子
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